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ども基本法（令和４年法律第７７号）に規定された基本理念を踏まえ、保育所等に通

っていない子供も含め、全ての子供の育ちを応援し良質な成育環境を整備するととも

に、全ての子育て家庭に対する支援を強化するものです。 

この条例については、公布の日から施行されます。 

執行部の説明では、対象となる子供については、保育所、認定こども園、地域型保

育事業等に通っていない０歳６か月から満３歳未満とする。 

実施施設については、児童福祉法第３４条の１５第２項に定める乳児等通園支援事

業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼

稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援セ

ンター等において実施することができる。また、対象となる子供の利用可能時間は、

子供１人当たり月１０時間を上限とした上で、子供の年齢に応じて、また、障がい

児・医療児ケアなど、加算について一人１時間当たりの単価を設定するとのことであ

ります。 

当委員会で質疑がありましたので紹介いたします。 

「通園は町内町外問わないのか」との質問に対し、「町内に限るが、広域での利用

は他園との兼ね合いになる」とのこと。 

次に、「保育士が不足しているが、今後利用者が増えると町として保育士の確保の

対策は」との質問に対し、「町の退職された方等に案内し、数名の雇用はあるがまだ

厳しい状況があるので、保育園でも対策検討している。しかし、現状は保育士不足の

解消にはつながっていない」との回答でありました。 

次に、「ひと月１０時間の利用時間だが通園希望日はどのように決まるのか」との

質問に対し、「保育園の空き状況を確認の上、事前に双方で協議する」との回答でし

た。 

次に、「利用料金は全国一律なのか」との質問に対し、「国の指針では、保護者負

担金３００円程度が目安であるが、各自治体の状況に応じてになる」との回答でした。 

次に、「これまで一時預かり制度も存在しているが、併用して行われるのか」との

質問に対し、「一時預かり事業も大事な制度であり、通園支援事業は保育園に通って

いない０歳児から３歳児未満が対象で利用される方が異なるため、併用していく」と

の回答でありました。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 










































